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平成26年９月２日告示第73号

松崎町り災証明書等交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和36年法律第233号）第２条第１号に定める災害（以下「災

害」という。）によって生じた被害について、町がり災証明書等（以下「証明書」という。）を

交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（証明書の種類）

第２条 証明書の種類は、次に定めるところによる。

(１) り災証明書 災害により被害を受けた事実について、町が被害状況を調査し、当該調査に

よって認定した被害の程度について証明するものをいう。

(２) り災届出証明書 災害により被害を受けた事実について、その事実を町長に届け出たこと

を証明するものをいう。

２ 証明書において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額について

は証明しないものとする。

（被害の認定基準）

第３条 証明書の交付に係る被害の認定基準は、災害の被害認定基準について（平成13年６月28日

付け府政防第518号内閣府政策統括官（防災担当）通知）及び災害に係る住家の被害認定基準運用

指針（平成25年６月内閣府（防災担当））に定めるとおりとする。

（交付の対象）

第４条 証明書は、次に掲げる者に対して交付するものとする。

(１) 災害により被害を受けた町内の土地及び建物並びに車両等（以下「り災物件」という。）

の所有者又は使用者

(２) 死亡し、又は行方不明となった者の属する世帯の者

(３) 負傷した者又はその者の属する世帯の者

(４) その他町長が適当と認める者

（証明書の申請）

第５条 証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書等交付申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めると

きは、この限りでない。

(１) 被害状況の写真



2/5

(２) 被害場所の位置図

(３) り災の程度が死亡であるときは、死亡診断書又は死亡したことが明らかであることを証明

する書類

(４) り災の程度が重傷及び軽傷であるときは、医師の診断書

２ 前項の規定による申請は、災害を受けた日から概ね30日以内に行わなければならない。ただし、

町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

（証明書の交付）

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれか

に定める証明書を交付するものとする。

(１) り災物件を確実な証拠により確認することができる場合 り災証明書（様式第２号）

(２) 前号の確認ができない場合 り災届出証明書（様式第３号）

２ 町長は、同一のり災物件について、り災者から再度証明書の申請を受けたときは、審査を省略

し、証明書を交付するものとする。

（証明書の特例）

第７条 証明書の様式が、その提出先において定めがある場合には、当該証明書への証明をもって

前条各号の交付に代えることができる。

（証明手数料）

第８条 証明書の交付に係る手数料は、松崎町手数料徴収条例（平成12年松崎町条例第３号）第７

条第２項第８号の規定により免除する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。
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